
東京都板橋区１歳６か月児健康診査事務取扱要領 

 

平成１６年３月２９日板橋区保健所長決定 

 

１  目的 

この取扱要領は、東京都板橋区乳幼児健康診査実施要綱（平成１６年３月１９日区長決定、以下「要綱」と

いう。）に基づき、板橋区（以下「区」という。）が実施する１歳６か月児健康診査（以下「１歳６か月健診」とい

う。）の事務取扱に関して細目事項を定め、この事業を適正かつ円滑に行うことを目的とする。 

２  対象者 

   一般健診・歯科健診ともに、原則として区内に住所を有し、１歳６か月に達する日から満２歳に達しない幼児 

３  健診の実施 

(1) 周知方法 

ア １歳５か月に達する月の末日までに、１歳６か月児健康診査受診票〔（１）・（２）・（３）・（４）〕（別記第１号

様式。以下「受診票」という。）、１歳６か月児歯科健康診査質問票及び案内書を交付し、実施する。 

イ 他の市区町村から転入した対象者の保護者若しくは受診票などをき損又は紛失した保護者に対し、母

子健康手帳（以下「母子手帳」という。）などにより未受診であることを確認し、「予防接種予診票 乳幼児

健診受診票 申請書」により受診票を交付し、実施する。 

(2) 日程及び定員 

健康福祉センター（以下「センター」という。）での実施日程及び定員は、健康福祉センター所長（以下

「センター所長」という。）が定める。 

４  検査（指導）項目 

要綱第６条第１号から第３号に定める健診内容は、別表１「健康診査検査（指導）項目」によるものとする。 

５  検査（指導）結果 

(1) 医療機関における指導 

医療機関は、検査（指導）結果を受診票並びに母子手帳に記入するとともに、対象者の保護者に対し十

分に指導及び助言を行うものとする。 

(2) センターにおける指導 

センターは、歯科及び対象者の心身の発達などに係わる結果を1歳6か月児健康診査記録票及び母子

手帳に記入するとともに、対象者の保護者に対し十分に指導及び助言を行うものとする。 

(3) 精密健康診査の勧奨 

センター所長は、健診の結果、精密健康診査が必要と認めるときは、対象者の保護者に対し精密健診

の受診を勧奨するとともに、精密健康診査受診票（東京都板橋区精密健康診査事務取扱要領（平成１６年

３月２９日板橋区保健所長決裁）別記第２号様式）を交付する。 

医療機関は、健診の結果、精密健康診査が必要と認めるときは、速やかにセンター所長に報告し、報告

を受けたセンター所長は、対象者の保護者に対し精密健診の受診を勧奨するとともに、精密健康診査受診

票（東京都板橋区精密健康診査事務取扱要領（平成１６年３月２９日板橋区保健所長決裁）別記第２号様

式）を交付する。 

６  委託料の請求及び支払い 

(1) 要綱第４条第２号の医療機関の代表者は、実施報告書（別記第２号様式）をもって公益社団法人板橋区

医師会会長（以下「医師会長」という。）あて報告する。 

(2) 医師会長は、受診票の内容などを審査し、適当と認めた時は、１歳６か月児健康診査実施報告書（別記

第３号様式）に受診票を添えて、板橋区長（以下「区長」という。）に委託料の支払いを請求する。 

(3) 区は、１歳６か月児健康診査実施報告書などを審査し、適当と認めた時は、医師会長に委託料を支払

う。 

(4) 要綱第４条第３号の医療機関は、当月分の請求原票を添えて、区に健康診査委託料を請求する。 

(5) 区は、要綱第４条第３号の医療機関から請求を受けたときは、当該医療機関に健康診査委託料を支払う

ものとする。 

 



７  評価 

センター所長は、１歳６か月健診の検査項目、診察による所見、保健指導などを検討するとともに、同健診

結果について評価し、今後の乳幼児の健康づくりに関する基礎的資料とする。 

８  報告 

センター所長は、１歳６か月健診の実施結果及び要領８の結果について、保健所長に報告する。 

付則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

付則 

１ この要領の一部改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に交付された受診票は、要領の施行の日以後においては、要領の規定により交付 

された受診票とみなす。 

付則 

１ この要領の一部改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に交付された受診票は、要領の施行の日以後においては、要領の規定により交付 

された受診票とみなす。 

付則 

１ この要領の一部改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に交付された受診票は、要領の施行の日以後においては、要領の規定により交付 

された受診票とみなす。 

付則 

１ この要領の一部改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に交付された受診票は、要領の施行の日以後においては、要領の規定により交付 

された受診票とみなす。 

付則 

１ この要領の一部改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に交付された受診票は、要領の施行の日以後においては、要領の規定により交付 

された受診票とみなす。 

 

付則 

１ この要領の一部改正は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要領の施行日前に交付された受診票は、要領の施行の日以後においては、要領の規定により交付 

された受診票とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

【健康診査検査（指導）項目】 

 主な検査（指導）項目 実施機関 

一般健診 

① 身体発育状況 

② 栄養状態 

③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 

④ 皮膚の疾病の有無 

⑤ 四肢運動障害の有無 

⑥ 精神発達の状況 

⑦ 言語障害の有無 

⑧ 予防接種の実施状況 

⑨ その他の疾病及び異常の有無 

⑩ その他育児上問題となる事項 

医療機関 

（板橋区内） 

歯科健診 

① 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

② 歯面清掃の指導 

③ 歯ブラシの選択及び取り扱い指導 

④ 心身の発育状況などの問診 

⑤ 保健及び栄養相談 

健康福祉センター 

 



第１号様式（第３条関係） 
 
 

 
 
 



 
第１号様式（第３条関係） 
 
 

 
 
 



第１号様式（第３条関係） 
 
 

 
 



第１号様式（第３条関係） 
 
 

 



第２号様式（第６条関係） 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

 

１歳６か月児健康診査実施報告書 

 

 

                             令和    年    月分 

 

 件 数 備 考 

一次健診   

二次健診   

合 計   

 

 

上記のとおり報告する。 

 

令和    年    月    日 

 

 

名 称 

 

代表者 

 

 

 

板 橋 区 長   様 
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